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よ
び
４
級
の
一
部
の
方

 

・
精
神
障
害
者
保
健
福
祉
手
帳
１
・

　

２
級
の
方

 

・
療
育
手
帳
Ａ
（
重
度
）
の
方

■
申
請
に
必
要
な
も
の

 

・
障
害
の
程
度
が
確
認
で
き
る
書

　

類
（
身
体
障
害
者
手
帳
等
）

 

・
国
民
健
康
保
険
加
入
者
の
場
合
、

　

国
民
健
康
保
険
被
保
険
者
証
等

■
問
い
合
わ
せ

　

 

健
康
増
進
課 

医
療
保
険
班

　

☎
０
８
２
０
（
73
）
５
５
０
２

鳥
獣
被
害
を
防
ぐ
た
め
に
「
侵

入
防
止
柵
」の
設
置
・
点
検
を
！

　

農
作
物
の
収
穫
時
期
に
な
る
と
、

イ
ノ
シ
シ
等
の
鳥
獣
に
よ
る
食
害

等
の
被
害
が
発
生
す
る
恐
れ
が
あ

り
ま
す
。
被
害
防
止
策
と
し
て
、「
侵

入
防
止
柵
」
の
設
置
を
検
討
し
ま

し
ょ
う
。
設
置
済
み
の
方
は
、
周

囲
の
草
刈
り
や
点
検
等
を
徹
底
し
、

鳥
獣
に
侵
入
さ
れ
な
い
よ
う
に
し

ま
し
ょ
う
。

　

町
で
は
、
防
護
柵
資
材
の
補
助

を
行
っ
て
い
ま
す
の
で
、
お
気
軽

に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。（
※
資
材
購

入
後
の
申
請
は
受
付
で
き
ま
せ
ん

の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
）

■
問
い
合
わ
せ

　

農
林
水
産
課 

有
害
鳥
獣
対
策
班

　

☎
０
８
２
０
（
79
）
１
０
０
２

職
業
訓
練
受
講
生
（
一
般
事

務
基
礎
科
）
を
募
集
し
ま
す

■
訓
練
期
間

　

10
月
17
日
㈫
～
令
和
６
年
１
月

16
日
㈫

■
訓
練
内
容

　

ワ
ー
ド
、
エ
ク
セ
ル
、
簿
記

■
場
所

　

柳
井
市
文
化
福
祉
会
館

　
（
柳
井
市
柳
井
３
７
１
８
）

■
受
講
料

　

無
料
（
た
だ
し
別
途
、
教
科
書

代
等
が
必
要
に
な
り
ま
す
）

■
募
集
期
間

　

８
月
22
日
㈫
～
９
月
22
日
㈮

■
申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ

　

ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
柳
井

　

☎
０
８
２
０
（
22
）
２
２
６
１

司
法
書
士
に
よ
る

無
料
成
年
後
見
相
談
会

　

高
齢
者
や
障
が
い
の
あ
る
方
の

金
銭
ト
ラ
ブ
ル
な
ど
、
成
年
後
見

に
関
す
る
相
談
を
お
受
け
し
ま
す
。

■
対
象
者

⑴ 

認
知
症
や
知
的
障
が
い
・
精
神

障
が
い
等
に
よ
り
判
断
能
力
が

不
十
分
な
方

⑵ 

将
来
の
判
断
能
力
に
不
安
を
お

持
ち
の
方

⑶ 

⑴
、
⑵
の
方
を
支
え
る
家
族
、
支

援
者
、
福
祉
関
係
者
、
一
般
住
民

■
相
談
期
間

　

９
月
１
日
㈮
～
29
日
㈮

　
（
原
則
平
日
・
要
予
約
）

■
相
談
形
態　

　

家
庭
裁
判
所
提
出
名
簿
登
載
司

法
書
士
で
あ
る
相
談
員
が
訪
問
し
、

相
談
を
受
け
ま
す
。（
日
時
調
整
）

■
予
約
期
間

　

８
月
21
日
㈪
～
９
月
29
日
㈮
ま

で
の
午
前
９
時
～
正
午
、
午
後
１

時
～
５
時

■
予
約
方
法

　

住
所
・
氏
名
・
電
話
番
号
・
相

談
概
要
・
希
望
す
る
場
所
等
を
電

話
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
ま
た
は
郵
送
す
る
こ

と
に
よ
り
予
約
を
受
け
付
け
ま
す
。

■
予
約
・
問
い
合
わ
せ

　

〒
７
５
３
‐
０
０
６
４

　

山
口
市
神
田
町
５
‐
11　

山
口

神
田
ビ
ル
３
階

　
（
公
社
）
成
年
後
見
セ
ン
タ
ー
・

リ
ー
ガ
ル
サ
ポ
ー
ト
山
口
支
部

　

☎
０
８
３
（
９
２
４
）
５
２
２
０

　
　

０
８
３
（
９
２
１
）
０
４
７
５

後
期
高
齢
者
医
療
の
障
害
認

定
に
つ
い
て

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
の
被
保

険
者
は
75
歳
以
上
の
方
で
す
が
、

65
歳
か
ら
74
歳
の
方
で
一
定
程
度

の
障
害
が
あ
る
場
合
、
申
請
を
す

る
こ
と
に
よ
り
、
75
歳
に
な
る
前

で
あ
っ
て
も
後
期
高
齢
者
医
療
制

度
に
加
入
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

ま
た
、
74
歳
ま
で
で
あ
れ
ば
加
入

後
の
脱
退
も
可
能
で
す
。

　

な
お
、
後
期
高
齢
者
医
療
制
度

の
被
保
険
者
と
な
っ
た
場
合
は
、

現
在
加
入
し
て
い
る
健
康
保
険
の

脱
退
手
続
を
行
う
必
要
が
あ
り
ま

す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
に
加
入

す
る
こ
と
に
よ
り
、
保
険
料
の
負

担
や
医
療
費
の
自
己
負
担
割
合
が

変
わ
る
こ
と
が
あ
り
ま
す
が
、
そ

の
方
の
所
得
や
世
帯
等
の
状
況
に

よ
り
異
な
り
ま
す
の
で
、
詳
し
く

は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

■
対
象
者

　

65
歳
か
ら
74
歳
の
方
で
、
次
の

い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
方

 

・
国
民
年
金
な
ど
の
障
害
年
金
１
・

　

２
級
の
方

 

・
身
体
障
害
者
手
帳
１
～
３
級
お

令
和
５
年
度

後
期
危
険
物
取
扱
者
試
験

■
試
験
の
種
類

　

甲
種
・
乙
種
・
丙
種
（
甲
種
以

外
は
誰
で
も
受
験
で
き
ま
す
）

■
実
施
日　

11
月
18
日
㈯
・
19
日
㈰

■
試
験
会
場

　

県
内
各
市
（
柳
井
市
は
、
11
月

19
日
㈰
に
乙
種
第
４
類
の
試
験
）

■
受
験
申
請
の
手
続
き

　

周
東
地
区
危
険
物
安
全
協
会
ま

た
は
最
寄
り
の
消
防
機
関
に
置
い

て
あ
る
受
験
願
書
に
必
要
書
類
を

添
え
て
期
限
ま
で
に
提
出
し
て
く

だ
さ
い
。
電
子
申
請
も
で
き
ま
す

の
で
、
詳
細
は
、（
一
財
）
消
防
試

験
研
究
セ
ン
タ
ー
の
ホ
ー
ム
ペ
ー

ジ
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

■
願
書
受
付
期
間

 

・
書
面　

９
月
４
日
㈪
～
15
日
㈮

 

・
電
子　

９
月
１
日
㈮
～
12
日
㈫

■
そ
の
他

　

乙
種
第
4
類
受
験
者
を
対
象
と

し
た
試
験
準
備
講
習
会
を
10
月
19

日
㈭
・
20
日
㈮
に
開
催
し
ま
す
。

※ 

詳
し
く
は
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

■
問
い
合
わ
せ

 

・
周
東
地
区
危
険
物
安
全
協
会

　

☎
０
８
２
０
（
22
）
３
０
２
５

 

・
柳
井
地
区
広
域
消
防
本
部 

予
防
課

　

☎
０
８
２
０
（
23
）
７
７
７
４

お
知
ら
せ

相　
　

談

℻


